
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５８号 

長与町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例 

令和元年９月３日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成２７年法律第３１号）の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例 

 長与町国民健康保険財政調整基金条例（昭和４２年条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「医療費増額に伴う」を削る。 

 第２条第１項中「毎年度」を削り、「積立てる」を「積み立てる」に、「歳計剰余金の１０

０分の５に相当する金額以上とする」を「国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める」に

改め、同条第２項を削る。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

 第４条の見出しを「（運用益金の処理）」に改め、同条中「充てる他」を「充てるほか、」

に改める。 

 第６条中「次の」を「町長は、次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号

から第３号までを次のように改める。 

 (1) 国民健康保険事業費納付金の納付のための財源に充てる場合 

 (2) 保健事業の実施のための財源に充てる場合 

 (3) その他国民健康保険事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合 

 第６条第４号を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


